
岩手県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

第１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付に関しては、「保育対策総合

支援事業費補助金交付要綱」（令和５年10月12日付けこ成事第520号こども家庭庁長官通知）、「令和７年

度（令和６年度からの繰越分）保育対策総合支援事業費補助金（保育所等業務効率化推進事業（保育所等

におけるＩＣＴ化推進等事業）等（令和６年度補正予算分）分）交付要綱」（令和７年９月 18 日付けこ成

保第542 号こども家庭庁長官通知）、「保育人材確保事業の実施について」（令和６年５月30 日付けこ成保

第 312 号こども家庭庁成育局長通知。以下「保育人材確保通知」という。）、「認可保育所等設置支援等事

業の実施について」（令和５年４月19日付けこ成保第15号こども家庭庁成育局長通知。以下「保育所設置

支援通知」という。）、「保育所等業務効率化推進事業（保育所等におけるＩＣＴ化推進等事業（うち、保

育施設等におけるＩＣＴ導入状況等に関する調査研究事業を除く））（令和６年度補正予算分）の実施につ

いて」（令和７年２月13 日付けこ成保第128 号こども家庭庁成育局長通知。以下「保育所等業務効率化推

進通知」という。）、「多様な保育促進事業の実施について」（令和６年３月30日付けこ成保第179号こども

家庭庁成育局長通知。以下「多様な保育促進通知」という。）及び岩手県補助金交付規則（昭和 32 年岩手

県規則第71号。以下「規則」という。）の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

（交付の目的） 

第２ この補助金は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、知事が適当と認めた者（盛岡市

内に所在する施設の設置者及び盛岡市内に所在する施設に勤務する者を除く。）又は市町村が行う保育人

材の確保及び保育環境の改善等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、もっ

て子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。 

（補助金の交付の対象）  

第３ 第２に規定する経費及びこれに対する補助率等は、別表第１のとおりとし、交付額は次により算出さ

れた額の合計額とする。ただし、別表第１の事業ごとの算出額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、

これを切り捨てるものとする。 

(１) 事業ごとに、基準額と経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収

入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。 

(２) (１)により選定された額に事業ごとの補助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

 



（補助金の前金払） 

第４ 知事は、必要があると認める場合においては、前金払をすることがある。 

（交付の条件） 

第５ この補助金の交付の決定には、次の条件を付すものとする。 

(１) 別表第１の事業の区分を超えて、事業に要する経費の配分を変更する場合には、知事の承認を受け

なければならない。 

(２) 規則第６条第１項第１号及び第２号に規定する軽微な変更は、補助の目的、概要及び補助金交付決

定額の変更が生じない変更とする。 

(３) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに知事に報

告してその指示を受けなければならない。 

(４) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、

当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承

認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

(５) 市町村が補助金を民間団体に交付する場合には、(１)から(３)までに掲げる条件を付さなければな

らない。この場合において、「知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。 

（申請の取下期日） 

第６ 規則第８条第１項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算し

て15日以内とする。 

（立入検査等） 

第７ 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者（市町村を除く。）に対して、必要な報告を求

め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若し

くは関係者に質問させることができる。 

２ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を補助金の交付により実施する場合において、当該補助金の交

付に当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該補助金の交付を受ける者に対して、必要

な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査

させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。  

３ 補助事業者は、補助事業の全部又は一部を委託により実施する場合において、当該委託の業務を行う者

と契約を締結するに当たっては、知事が、予算の執行の適正を期するため、当該委託の業務を行う者に対

して、必要な報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物

件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる旨の条件を附さなければならない。 



（提出書類及び提出期日） 

第８ 実施要綱及び規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第２のとおりと

する。 

（その他） 

第９ この要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成27年12月４日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成30年12月11日から施行し、平成30年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 この要綱は、令和元年11月25日から施行し、令和元年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和２年11月26日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、令和３年２月10日から施行し、令和２年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年10月６日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

   附 則 

この要綱は、令和３年12月27日から施行し、令和３年度分の補助金から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和４年10月26日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年２月７日から施行し、令和４年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年10月４日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

 附 則 

この要綱は、令和５年12月６日から施行し、令和５年度分の補助金から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和６年11月27日から施行し、令和６年度分の補助金から適用する。 



附 則 

この要綱は、令和７年10月９日から施行し、令和７年度事業の補助金から適用する。 

 

別表第１（第３関係） 
区 分 事 業 補助事業者 基準額 経 費 補助率 

直接補助事

業 

保育教諭確保のための保育

士資格取得支援事業（児童

福祉法（昭和 22 年法律第

164 号。以下「法」とい

う。）第 18 条の６に基づき

都道府県知事の指定する保

育士を養成する学校その他

の施設（以下「養成施設」

という。）受講料等補助） 

認定こども園及び認定こ

ども園への移行を予定し

ている保育所、幼稚園、

認定こども園等の施設

（以下「認定こども園

等」という。）の設置者又

は当該施設に勤務する対

象者 

養成施設の受講に要した経費の２分の１

に相当する額以内の額（ただし、１人当

たり100,000円を上限とする。） 

保育人材確保通知

別添１保育士資格

取得支援事業実施

要綱Ⅰ６（３）①

に基づき、保育士

資格取得支援事業

を実施するために

必要な経費 

10/10 

保育教諭確保のための保育

士資格取得支援事業（代替

職員雇上費補助） 

 

認定こども園及び認定こ

ども園への移行を予定し

ている施設（公立施設を

除く。以下「私立認定こ

ども園等」という。）の設

置者 

代替職員１人１日当たり8,040円   

幼稚園教諭免許状を有する

者の保育士資格取得支援事

業 

幼稚園教諭免許状を有す

るものであって、かつ、

保育士資格を有していな

い者 

養成施設の受講に要した経費の２分の１

に相当する額以内の額（ただし、１人当

たり100,000円を上限とする。） 

  

保育所等保育士資格取得支

援事業 

保育所、認定こども園、

認定こども園への移行を

予定している幼稚園、乳

児院、児童養護施設（い

ずれも国又は地方公共団

体が設置したものを除

く。以下「私立保育所

等」という。）の設置者又

は当該施設に勤務する対

象者 

養成施設の受講に要した経費の２分の１

に相当する額以内の額（ただし、以下の

額を上限とする。） 

ア 養成施設を卒業することにより保育

士資格を取得する場合 

  １人当たり300,000円 

イ 「保育士試験の実施について」（平

成15年12月１日雇児発第1201002号

雇用均等・児童家庭局長通知。以下、

「試験実施通知」という。）の別表１

の②及び③により保育士資格を取得す

る場合 

  １人当たり100,000円 

ウ 試験実施通知の別表１の①により保

育士資格を有する場合 

  １人当たり200,000円 

  

保育士資格取得・登録に係

るオンライン手続化事業 

一般社団法人全国保育士

養成協議会及び社会福祉

法人日本保育協会 

こども家庭庁長官が別に定める額 保育所等業務効率

化推進通知の別紙

保育所等業務効率

化推進事業（保育

所等におけるＩＣ

Ｔ化推進等事業

（うち、保育施設

等におけるＩＣＴ

導入状況等に関す

る調査研究事業を

除く））（令和６年

度補正予算分）実

施要綱に基づき、

保育士資格取得・

登録に係るオンラ

イン手続化を実施

するために必要な

経費 

 

10/10 



医療的ケア児保育支援事業 市町村（中核市を除く。） １ 看護師等の配置 

ア 看護師等を配置して医療的ケア

を行う場合 

１か所当たり年額5,290,000円 

イ 看護師等を配置せず、保育士等

が医療的ケアを行う場合 

１か所当たり年額4,950,000円 

※ ただし、２名以上の医療的ケア

児の受け入れが見込まれる保育所

等において、看護師などを複数配

置している場合は 5,290,000 円

を、保育士等を複数配置している

場合は4,950,000 円を加算する。 

ウ 巡回による看護師配置を行った

場合（医療的ケア巡回型） 

１市町村当たり年額5,010,000円 

２ 研修受講支援加算 

１か所当たり年額300,000円 

※ 看護師等及び保育士等が喀痰吸

引以外の研修を受講する場合も対

象とする。 

３ 保育補助者配置加算 

１か所当たり年額2,412,000円 

４ 医療的ケア児保育支援者配置 

加算 

１市町村当たり年額2,412,000円 

※ 看護師等又は喀痰吸引等研修の

課程を修了した者が担う場合、１

市町村当たり年額 130,000 円を加

算する。 

５ ガイドライン策定加算 

１市町村当たり年額577,000円 

６ 検討会等設置加算 

１市町村当たり年額360,000円 

７ 医療的ケア児の備品補助 
１か所当たり 年額100,000円 

８ 災害対策備品整備 
１か所当たり 年額100,000円 

９ 園外活動移動支援加算 
  １か所当たり年額40,000円 
※ 「２ 研修受講支援加算」、「５ ガ

イドライン策定加算」、「６ 検討会等

設置加算」は単独で補助することを可

能とする。 

多様な保育促進通

知別添３医療的ケ

ア児保育支援事業

実施要綱に基づき

医療的ケア児保育

支援事業を実施す

るために必要な経

費 

3/4 

※ 医療的ケ

ア児の受入

れ体制拡充

のため、新

たな保育所

等 に お い

て、医療的

ケア児の受

入れを開始

する場合は

5/6とする。 

保育環境改善事業（障害児

受入促進事業、感染症対策

のための改修整備等事業、

保育環境向上等事業） 

市町村（中核市を除く。） １施設当たり1,029,000円 保育所設置支援通

知別添５保育環境

改善等事業実施要

綱に基づき、障害

児受入促進事業、

熱中症対策事業、

感染症対策のため

の改修整備等事業

及び保育環境向上

等事業の実施に要

する経費 

2/3 

保育所等における要支援児

童等対応推進事業 

市町村 １か所当たり年額4,567,000円 多様な保育促進通知

別添８保育所等にお

ける要支援児童等対

応推進事業実施要綱

に基づき保育所等に

おける要支援児童等

対応推進事業を実施

するために必要な経

費 

3/4 



間接補助事

業 

保育体制強化事業 市町村 １ 保育支援者の配置 

１か所当たり月額 100,000円 

２ 児童の園外活動の見守り等 

① 保育支援者が児童の園外活動時

の見守り等にも取り組む場合、１

か所当たり月額 45,000円を加算す

る。 

② その他の場合 

  １か所当たり月額 45,000円 

※ ①、②は１か所につき一方のみ 

３ スポット支援員の配置 

１か所当たり月額 45,000円 

 

保育人材確保通知

別添６保育体制強

化事業実施要綱に

基づき、保育支援

者の配置に要する

経費 

1/4 

保育補助者雇上強化事業 市町村（中核市を除く。） １ 利用定員が121人未満の施設の場合 

ア 保育補助者の経験年数が３年未

満 

１か所当たり年額1,953,000円 

イ 保育補助者の経験年数が３年以

上７年未満 

１か所当たり年額2,441,000円 

ウ 保育補助者の経験年数が７年以

上 

１か所当たり年額3,255,000円 

※ 保育補助者を複数配置している

施設においては、補助対象経費に

計上する保育補助者の経験年数の

平均で算定する。 

※ 令和６年度時点で当該事業を活

用する施設のうち、単価の引き下

げとなる施設は、下記の額を適用

できる。 

１か所あたり年額2,441,000円 

２ 利用定員が121人以上の施設の場合 

ア 保育補助者の経験年数が３年未

満 

１か所当たり年額3,906,000円 

イ 保育補助者の経験年数が３年以

上７年未満 

１か所当たり年額4,882,000円 

ウ 保育補助者の経験年数が７年以

上 

１か所当たり年額6,510,000円 

※ 保育補助者を複数配置している

施設においては、補助対象経費に

計上する保育補助者の経験年数の

平均で算定する。 

※ 令和６年度時点で当該事業を活

用する施設のうち、単価の引き下

げとなる施設は、下記の額を適用

できる。 

１か所あたり年額4,882,000円 

保育人材確保通知

別添７保育補助者

雇上強化事業実施

要綱に基づき、保

育補助者の雇上げ

に要する経費 

7/8 

 医療的ケア児保育支援事業 市町村（中核市を除く。） １ 看護師等の配置 

 ア 看護師等を配置して医療的ケアを

行う場合 

１か所当たり年額5,290,000円 

イ 看護師等を配置せず、保育士等

が医療的ケアを行う場合 

１か所当たり年額4,950,000円 

※ ただし、２名以上の医療的ケア

児の受け入れが見込まれる保育所

等において、看護師などを複数配

置している場合は 5,290,000 円

を、保育士等を複数配置している

場合は4,950,000 円を加算する。 

２ 研修受講支援加算 

１か所当たり年額300,000円 

※ 看護師等及び保育士等が喀痰吸

多様な保育促進通

知別添３医療的ケ

ア児保育支援事業

実施要綱に基づき

医療的ケア児保育

支援事業を実施す

るために必要な経

費 

3/4 

※ 医療的ケ

ア児の受入

れ体制拡充

のため、新

たな保育所

等 に お い

て、医療的

ケア児の受

入れを開始

する場合は

5/6とする。 



引以外の研修を受講する場合も対

象とする。 

３ 保育補助者配置加算 

１か所当たり年額2,412,000円 

４ 医療的ケア児の備品補助 
１か所当たり 年額100,000円 

５ 災害対策備品整備 
１か所当たり 年額100,000円 

６ 園外活動移動支援加算 
  １か所当たり年額40,000円 
※ 「２ 研修受講支援加算」は単独で

補助することを可能とする。 

 保育環境改善事業（障害児

受入促進事業、熱中症対策

事業、感染症対策のための

改修整備等事業、保育環境

向上等事業） 

市町村（中核市を除く。） １施設当たり1,029,000円 保育所設置支援通

知別添５保育環境

改善等事業実施要

綱に基づき、障害

児受入促進事業、

熱中症対策事業、

感染症対策のため

の改修整備等事業

及び保育環境向上

等事業の実施に要

する経費 

 

2/3 

 保育所等における要支援児

童等対応推進事業 

市町村 １か所当たり年額4,567,000円 多様な保育促進通

知別添８保育所等

における要支援児

童等対応推進事業

実施要綱に基づき

保育所等における

要支援児童等対応

推進事業を実施す

るために必要な経

費 

3/4 

 



別表第２（第８関係） 

事 業 条項等 提出書類及び添付書類 様 式 提出期日 

保育士資格取得

支援事業 

実施要綱別添１

の５の規定によ

る書類 

事業実施計画書 第１号 対象者が養成施設に入学した

日又は養成施設からの受講許

可を得た日のいずれか早い日

の属する年度の末日まで 

規則第４条の規

定による書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得支

援事業）交付申請書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格

取得支援事業）所要額内訳表 

２ 口座振替先報告書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第２号 

 

第２号の１ 

 

第３号 

 

対象者が保育士証等の交付を

受けた後、勤務対象施設に勤

務を開始した日の属する月の

末日まで。ただし、やむを得

ない理由により当該期日まで

に提出できない場合は、この

限りでない。 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定により承認

を受ける場合の

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得支

援事業）変更（中止、廃止）承認申請書 

１ 事業実施計画書 

２ その他知事が必要と認める書類 

第４号 

 

第１号 

変更（中止、廃止）の理由が

生じた日から14日以内 

規則第13条第１

項の規定による

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得支

援事業）請求書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取

得支援事業）精算書 

２ 完了報告書 

３ 勤務（予定）証明書 

４ その他知事が必要と認める書類 

第５号 

 

第５号の１ 

 

第６号 

第７号 

別に定める。 

保育士資格取

得・登録に係る

オンライン手続

化事業 

規則第４条の規

定による書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得・

登録に係るオンライン手続化事業）交付申請書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取

得・登録に係るオンライン手続化事業）所要額調書 

２ その他知事が必要と認める書類 

第12号 

 

第12号の１ 

 

別に定める。 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定により承認

を受ける場合の

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得・

登録に係るオンライン手続化事業）変更（中止、廃止）承

認申請書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取

得・登録に係るオンライン手続化事業）所要額調書 

２ その他知事が必要と認める書類 

第13号 

 

 

第12号の１ 

変更（中止、廃止）の理由が

生じた日から14日以内 

規則第13条第１

項の規定による

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取得・

登録に係るオンライン手続化事業）請求書 

１ 事業実績報告書 

２ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金（保育士資格取

得・登録に係るオンライン手続化事業）精算書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第15号 

 

第14号 

第14号の１ 

 

別に定める。 

保育体制強化事

業、保育補助者

雇上強化事業、

医療的ケア児保

育支援事業、保

育環境改善事業

（障害児受入促

進事業、熱中症

対策事業、感染

症対策のための

改修整備等事業

、保育環境向上

等事業）及び保

育所等における

要支援児童等対

応推進事業 

規則第４条の規

定による書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金交付申請書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金所要額調書 

２ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金内訳書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第８号 

第８号の１ 

第８号の２ 

 

別に定める。 

規則第６条第１

項第１号、第２

号及び第３号の

規定により承認

を受ける場合の

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金変更（中止、廃止）

承認申請書 

１ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金所要額調書 

２ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金内訳書 

３ その他知事が必要と認める書類 

第９号 

 

第８号の１ 

第８号の２ 

変更（中止、廃止）の理由が

生じた日から14日以内 

規則第13条第１

項の規定による

書類 

岩手県保育対策総合支援事業費補助金請求書 

１ 事業実績報告書 

２ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金精算書 

３ 岩手県保育対策総合支援事業費補助金内訳書 

４ その他知事が必要と認める書類 

第11号 

第10号 

第10号の１ 

第10号の２ 

別に定める。 

 


